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2018年 10月 15日 

 

遺言代用信託商品「しんくみ相続信託」取扱い開始について 

 

長野県信用組合（理事長：黒岩 清、本店：長野県長野市）は、オリックス銀

行株式会社（社長：浦田 晴之、本社：東京都港区）と信託契約代理店の業務委

託契約を締結し、本日より信用組合専用の遺言代用信託*1 商品「しんくみ相続

信託」の取扱いを開始しましたので、お知らせいたします。 

 

「しんくみ相続信託」は、オリックス銀行の「かんたん相続信託」の仕組み

を応用した、信用組合専用の遺言代用信託であり、インターネットなどの非対

面で独自の信託商品を提供するオリックス銀行と、地域密着型の対面営業に強

みを持つ信用組合の特長を組み合わせた商品です。 

お客さまは、信託契約代理店登録をした長野県信用組合を通じてオリックス

銀行と信託契約を結び、申し込み手続きから相続時の資金の受け取りまで、長

野県信用組合を窓口にして行うことができます。 

お客さまからお預かりした資金は、オリックス銀行が運用を行い、年 1 回配

当金をお支払いします。相続発生時には、手続き完了後 5 営業日程度で、予め

指定された相続人が資金を一括で受け取ることができます。 
 

今後も長野県信用組合は、お客さまの利便性向上のため各種サービスの提供

に努めてまいります。 
 

*1：遺言の作成助言から保管・執行までを行う「遺言信託」とは異なり、相続が発生した

場合に被相続人が指定した受取人（相続人）に対して金銭のみを受け渡すことを目的と

した信託商品 

 

 

 

 



        

 

■「しんくみ相続信託」商品概要 

募集対象 個人のお客さま 

お受取人 1契約あたり推定相続人 1名(未成年不可） 

（ただし、複数の契約を締結可能） 

お申込方法 長野県信用組合の本支店窓口 

お申込単位 100万円以上 500万円以下（100万円単位） 

（ただし、お客さまが保有する金融資産の 1/3までの

金額） 

信託期間 最長 30年（信託契約日が属する月と同一月の 30年後

の最終営業日） 

中途解約 可能（ただし、前回計算期日の翌日以降の収益配当な

し） 

管理報酬 なし 

申込手数料及び解約手

数料 

なし 

※商品の詳細については、別添の「しんくみ相続信託」パンフレットをご確認

ください。 
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